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規

則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
五
十
四
号

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
九
の
３
中

｢

十
七
万
九
千
円｣

を

｢

十
八
万
九
千
円｣

に
、｢

十
四
万
三
千
二
百
円｣

を

｢

十
五
万
千
二
百
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
別
表
第
一
の

九
の
３
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
十
三
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
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日
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青
森
県
告
示
第
三
百
十
四
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
二

年
七
月
三
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
四
年
六
月
十
七
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
佐
井
村
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

木
村
守
男

二

埋
立
区
域

１

位
置

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
古
佐
井
一
一
八
番
一
五
か
ら
一
二
五
番
二
に
至
る
地
先
公
有
水

面
２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑩
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑩
の
地

点
を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

東
京
湾
中
等
潮
位
プ
ラ
ス
〇
・
六
四
二
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

佐
井
港
北
防
波
堤
灯
台

(

北
緯
四
一
度
二
六
分
〇
二
秒
、
東
経
一
四
〇
度
五
一
分

五
一
秒)

か
ら
一
三
二
度
四
三
分
〇
三
秒
四
三
七
・
〇
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
四
三
分
五
六
秒
三
八
・
三
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
三
七
度
四
八
分
〇
一
秒
一
五
・
七
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
三
三
度
三
九
分
五
六
秒
一
九
・
三
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
八
度
五
九
分
一
〇
秒
一
九
・
七
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
五
度
〇
三
分
四
八
秒
一
八
・
九
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
二
度
四
四
分
〇
七
秒
一
九
・
〇
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
一
五
度
五
三
分
五
二
秒
一
九
・
〇
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
一
一
度
一
九
分
二
二
秒
一
九
・
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
一
〇
度
三
一
分
二
二
秒
二
一
・
〇
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

三
、
九
二
四
・
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
三
百
十
五
号

公
有
水
面
埋
立
法

(
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
一
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指
定
番
号

書
籍

種
別

Ｃ
ｈ
ｕ
ッ

６
月
号

〇
六
二
三
五
―
六

Ｃ
ｈ
ｕ
ッ
ス
ペ
シ
ャ
ル

７
月
号

一
六
一
五
一
―
七

ケ
ー
タ
イ
バ
ン
デ
ィ
ッ
ツ

６
月
号

一
三
三
一
九
―
六

コ
ミ
ッ
ク
ま
ぁ
る
ま
ん

７
月
号

一
三
七
〇
一
―
七

Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｈ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ

７
月
号

〇
七
九
三
三
―
七

Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｈ

７
月
号

〇
三
七
九
七
―
〇
七

レ
デ
ィ
ー
ス
・
コ
ミ
ッ
ク
微
熱

７
月
号

〇
九
六
六
三
―
七

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
ポ
プ
リ
ク
ラ
ブ

７
月
号

一
三
八
六
五
―
七

ト
ッ
プ
・
ス
ピ
ー
ド

７
月
号

〇
六
八
三
七
―
〇
七

Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｎ
Ｇ
キ
ュ
ン
！

６
月
号

〇
八
八
六
一
―
六

名

称

ワ
ニ
マ
ガ
ジ
ン

社 ミ
リ
オ
ン
出
版

ぶ
ん
か
社

バ
ウ
ハ
ウ
ス

セ
ブ
ン
新
社

晋
遊
舎

サ
ン
出
版

コ
ス
ミ
ッ
ク
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル 発

行

者

(

製
作
者)

名

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

該
当
条
項
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年
五
月
十
二
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
四
年
六
月
十
七
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
佐
井
村
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

木
村
守
男

二

埋
立
区
域

１

位
置

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
黒
岩
三
九
番
五
か
ら
八
〇
番
二
に
至
る
間
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑩
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑩
の
地

点
を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｔ
Ｐ
プ
ラ
ス
〇
・
六
四
二
メ
ー
ト
ル)
に
お
け
る
公

有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
中
道
地
内
に
設
置
さ
れ
た

｢

四
等
三
角
点
和
山｣

(

北
緯
四
一
度
二
六
分
一
三
秒
、
東
経
一
四
〇
度
五
二
分
四
五
秒)

か
ら
二
四
二

度
二
八
分
一
三
秒
八
三
七
・
一
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
三
八
度
四
六
分
四
〇
秒
三
七
・
四
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
二
五
八
度
四
七
分
三
〇
秒
九
・
〇
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
六
四
度
四
七
分
〇
二
秒
三
四
・
三
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
五
二
度
四
九
分
四
二
秒
四
・
六
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
三
四
四
度
四
七
分
〇
二
秒
三
三
・
八
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
一
五
分
一
二
秒
二
四
・
六
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
一
度
一
一
分
二
三
秒
一
〇
・
七
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
五
三
度
二
九
分
〇
〇
秒
七
二
・
七
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
七
三
度
五
四
分
〇
四
秒
一
六
・
三
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

二
、
九
四
七
・
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
三
百
十
六
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
四
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

第
二
号
の
表
中

｢

三
�
村
漁
業
協
同
組
合
釜
野
沢
支
所

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄

｣

を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
十
七
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
四
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

第
二
号
の
表
中

｢

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
根
城
支
店

八
戸
市
大
字
売
市

｣

を

｢
株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
根
城
支
店

八
戸
市
売
市
三
丁
目

｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
十
八
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

青
森
県
知
事

木

村

守

男

第
二
号
の
表
中

｢
い
た
や
な
ぎ
農
業
協
同
組
合

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
夕
顔
関

｣

を

｢

い
た
や
な
ぎ
農
業
協
同
組
合

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
福
野
田

｣

に
、

｢

い
た
や
な
ぎ
農
業
協
同
組
合
小
阿
弥

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
大
俵

を

支
所

｣
｢

い
た
や
な
ぎ
農
業
協
同
組
合
小
阿
弥

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
大
俵

支
所

に
改
め
る
。

い
た
や
な
ぎ
農
業
協
同
組
合
沿
川
支

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
夕
顔
関

所

｣

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
四
年
六
月
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
前
契
約
青
森
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト

三

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

久
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
栄
町
一
丁
目
六
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
超
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
備
え
、
青
森
市
を
基
点
と
し
て
生
前
契
約
に
関
す
る

広
報
、
啓
蒙
、
相
談
業
務
及
び
そ
の
他
の
死
後
事
務
処
理
の
受
託
業
務
を
行
う
こ
と
で
、
高
齢
者

を
中
心
と
し
た
人
々
に
対
し
総
合
的
な
支
援
活
動
を
繰
り
広
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
広
く
社
会

福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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